
議案第９号 

 

訴訟の和解及び損害賠償の額の決定について 

 

 次のとおり損害賠償請求事件について和解及び損害賠償の額を決定するにつき、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

 

   令和８年３月４日提出 

 

交野市長 山 本  景  

 

１ 事件番号及び事件名  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 損害賠償請求事件 

２ 当 事 者  原告 

          ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■ ■  ■ ■ 

         被告 

          大阪府交野市私部１丁目１番１号 

           交野市 代表者 市長 山 本  景 

３ 事 案 概 要  本件訴訟の事案は、平成２６年１２月、当時市立小学校の児童で

あった原告が、授業中にガスコンロの火が衣服に引火し上腕部等に

熱傷を負った事故について、市に対し安全確保の注意義務違反があ

ったとして国家賠償請求をした事案であり、平成２９年６月５日、

大阪地方裁判所において、市に対し１，３４４，４１１円の支払い

を命ずる内容の一部請求の判決があったが、その後、原告の傷害に

ついて症状固定となったため、令和６年８月２８日、原告が残額に

ついての支払いを求め大阪地方裁判所へ再度、訴訟提起したもの。  



４ 和解の内容 １．被告は、本件事故を発生させ、原告に多大な肉体的及び精神的苦痛

を被らせたことについて、原告に対して、改めて陳謝する。  

２．被告は、原告に対し、本件解決金として３２０万円の支払義務があ

ることを認める。 

３．被告は、原告に対し、前項の金員を振り込む方法で支払う。  

ただし、振込手数料は被告の負担とする。 

４．被告は、原告に対し、交野市所管の学校教育現場にて、本件のよう

な事故が再発しないよう、よりいっそうの教員の研修、設備の充実

等の措置を講ずるよう努めることを約束する。 

５．原告は、その余の請求を放棄する。 

６．原告と被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に

定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。  

７．訴訟費用は各自の負担とする。 


